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参考資料 ：仙台市屋外広告物条例における規制の具体的内容と， 

基準見直しのポイントについて（案） 
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 景観総合審議会説明資料 
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屋外広告物に関する 
基準等の見直しについて 

H28.11.7 

平成28年度第3回仙台市景観総合審議会 

1 

前回審議会について 

• 望ましい広告物や魅力的な景観の形成の
実現に向け，見直しを検討している基準
について，項目ごとに説明を行った。 

 

 

2 
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前回審議会での意見 

• 説明が後追いの印象。目標に向かって前に
進むような構成にしてほしい。 

 

• ルールを変えることでどうなるのかがよく
分からない。全体像が見えない。 

 

• どんな景観，どんな広告物を目指すのか， 
それにどう誘導していくのか，よく議論 
して進めるべき。 

 

 

 

3 

全体像について 

別紙資料１を参照 

4 
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• 協働の取り組みを継続しながら，各地域
や場所における目標像や方向性を整理し，
具体の取り組みへつなげていく。 

 

• 具体の取り組みを実施するうえで，課題
となる部分を中心に，条例改正を行う。 

 

• 禁止地域については，関係者と議論し，
方向性が整理された段階で，許可地域へ
移行する。 

5 

事例：都市公園の場合 

6 
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• 都市公園の最近の動き 

 「つくる公園」から「使われる公園」へ 

– 様々なイベントで使用 

– 民間施設の設置 

– 民間主体の維持管理・運営 

 

• 禁止地域（合計7㎡まで）では，最低限の
屋外広告物しか出せない（許可されない） 
 →実現のためのネックの１つ 

7 

• 禁止地域から許可地域への移行 

→屋外広告物条例および都市公園法の基準 

 を満足すれば設置可能 

→景観の阻害・公園の魅力低下の可能性 

 

 

• 管理する側，使う側など，様々な関係者が，

どのような公園をめざすか， 

その中でどのように広告物を活用するか 

議論する必要 
8 



H28/11/7 
 景観総合審議会説明資料 
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• 都市公園の使い方ごとの検討の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園の魅力向上，使われる公園へ 

 
9 

イベントで利活用 
スポンサー広告を掲出したい 

出す場所，出し方，デザインのルール 

民間施設の設置 
施設名称，案内などを掲出したい 

デザインの協定 

管理・運営を民間に 

イベント時のスポンサー広告， 
ネーミングライツによる広告を掲出したい 

景観・賑わいを誘導するための自主ルール 

＋ 

＋ 

＋ 

• 市内の都市公園で活用が見込まれている

公園について，関係者で議論 

 

 

• 必要に応じて専門家の意見も聴きながら， 

目標像や方向性，それらを達成するため

の具体の取り組みを整理 

 

 

• 整理された公園について，禁止地域から

許可地域へ移行 
10 
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事例：温泉地（自然公園）の場合 

11 

• 「自然公園内に立地する温泉地を 

許可地域へ移行する」だけでは， 

温泉地の魅力向上にはつながらない 

 

 

• 地元など様々な関係者が  

どんな温泉地にしたいか， 

どのように広告物を活用するか 議論 

12 
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• 必要に応じて専門家の意見も聴きながら，

議論をデザインや色彩に関する指針等の

形に整理するなどして整理 

 

 

• 指針等に基づいた広告物を掲出できる 

よう，禁止地域から許可地域へ移行 

13 

事例：泉中央駅前広場空間 

14 
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• ペデストリアンデッキ下に広場空間を整備(道路区域) 

• 管理，運営を地元協議会が行い，賑わいづくり・ 
魅力向上に取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9月 国家戦略特区に認定(道路占用特例) 

• 11月中旬の利用開始に向けて，整備工事が進行中              
15 

16 
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完成予想 

17 

• 広場空間の印象を高めるような広告物を設置したい 

• 広告収入を広場空間の維持費に充てたい 

 

 

※課題 

• ペデストリアンデッキを支える柱が禁止物件 

• 設置される広告物に対して一定の質が求められる 

 

 

市と共同で，広告物設置に関する 

実証実験を行う 

18 
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実験に向けた措置 

• 禁止物件である柱への掲出可（市と共同設置） 

• 広告物に関する自主的ルールを定めて運用 

• 具体の計画について，掲出前に仙台市と事前協議 

 

※検証方法 

• 広告物，景観に関する専門家派遣 

• 広告設置の想定シミュレーション作成 

• 来街者向けアンケート，ワークショップの実施 

 

魅力向上につながる広告物の誘導， 

まちづくりへの活用のための考え方を整理 
19 

※実験終了後（協議会単独で広告を掲出） 

自主的ルールの運用や実証実験の結果を経て， 

禁止物件である柱への掲出に対する 特例許可を想定 

20 
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基準の見直し案について 

21 

見直し予定の項目 

1. 提言書を踏まえた取り組み（誘導・活用
など）を推進するためのもの 

① 都市公園について 

② 公共施設について 

③ 独立行政法人・公益法人等について 

④ 特例許可について 

2. 屋外広告物の安全対策に関するもの 
（国の関係法令改正に伴うもの） 

22 
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1. 提言書を踏まえた取り組み（誘導・活用
など）を推進するためのもの 

23 

①都市公園について 

• 公園内施設や様々なイベントに伴う広告物
の掲出を可能とし，公園の活性化や賑わい
形成を図ることができるようにしたい。 

 

 

• 指定した公園を，禁止地域から許可地域へ
移行することが可能となるようにする。 

 （具体の指定は今後検討が固まった段階で行う） 

 

 

 

24 
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②公共施設について 

• 学校，図書館，博物館など「公共施設の  
敷地内」を禁止地域に指定 

 

 

• 施設の規模に関わらず，一律７㎡まで 

• 国公立は適用除外，私立は制限 

• 施設のあり方・使われ方も時代とともに 
変化 

 
25 

②公共施設について 

• 公共施設の多様な使われ方に対応すると
ともに，施設の機能性や魅力の向上を図
ることができるようにしたい。 

 

 

• 学校，図書館，博物館など「公共施設の
敷地内」を，禁止地域から許可地域へ移
行する。 

 

 26 
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14 

③独立行政法人，公益法人などについて 

 

• 国や地方公共団体は禁止地域，禁止物件， 
許可手続きについて適用除外 

 

 

• 独立行政法人，公益法人など， 
「国や地方公共団体に類する団体」は 
適用除外の対象外 

27 

③独立行政法人，公益法人などについて 

• 国又は地方公共団体に類する団体につい
て，各団体の事業目的や公益性などを踏
まえた，柔軟な対応を図ることができる
ようにしたい。 

 

 

• 独立行政法人や公益法人などが，自己の
敷地等に掲出する屋外広告物について，
許可の手続きを不要とする。 

 

 

28 
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15 

④特例許可について 

• 原則制限・禁止されているものでも，魅力
的な景観の形成や，地域の賑わいづくりに
寄与するものであれば，実現を図ることが
できるようにしたい。 

 

 

• 特例許可の要件を「公益上やむを得ない」
から拡げる。 

 （審議会の意見聴取は必要とする） 

 

 

29 

2. 屋外広告物の安全対策に関するもの 
（国の関係法令改正に伴うもの） 

30 
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• 管理義務 

 広告物の管理義務を負う者について，所有者，
占有者を明記して，責任の所在を明確にする。 

 

 

• 点検義務 

 広告物の所有者，占有者等は，屋外広告士など
の専門的知識を有する者に，劣化・損傷の状況を
点検させなければならない規定を新たに追加する。 

31 

• 継続許可に伴う点検報告義務 

 許可の継続申請を行う際，前述の点検結果およ 
 び改善の状況について，市長に報告しなければ 
 ならない旨の規定を新たに追加する。 

 

 

 許可不要の広告物の所有者の場合は 
 点検報告の義務も対象外 

 

 

許可の要否に関わらず安全対策の必要性を
周知するなどの取り組みが別途不可欠 

32 
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報告：安全点検に関する取り組み 
（業界団体との点検まち歩き） 

• 9月，業界団体が市内繁華街の看板などを
点検するまち歩きを開催 

33 

• 業界組合からの点検結果に関する報告を
受けて，商工会議所や商店街を通し，広
告主に修繕などを呼びかけていく予定。 

 

• 人通りの多い通りなど，重点的に取組む
地区を定めて，目視だけでなく詳細調査
の実施も検討していく。 

 

 

規制だけでなく，協働によって 

安全・安心のまちづくりへ 
34 
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今後について 

条例改正案は来年２月の議会に提出予定 

（４月１日施行予定） 

 

改正後，直ちに有効となるもの 
・公共施設を許可地域へ移行 

・独立行政法人などの許可手続きの適用除外 

・安全対策に関する義務規定 

 

関係者との議論で方向性が整理された段階で 
有効となるもの 

・都市公園や温泉地を許可地域へ移行 

・特例許可 
35 

• 都市公園のうち活用が見込まれる公園 

• 自然公園内の温泉地     

 における禁止地域から許可地域への移行 

 ⇒ 1年程度を目途に検討 

 

• 泉中央駅前広場空間 
禁止物件への広告物掲出に対する特例許可 

 ⇒ 2年程度社会実験を行いながら検討 

36 



屋外広告物に関する施策の全体像 [テキストを入力] 別紙資料１  

H28.1 施策のあり方提言に 

おける具体の取組み 

 

(1) 望ましい広告物の誘導 

①広告物のデザインや色彩等を 

誘導する指針，システム 

②集約化や撤去等，良好な 

広告物への改善に対する支援 

③良好な広告物景観形成に 

寄与する広告物に対する特例 

④専門家による支援 

⑤優れた広告物に対する表彰 

⑥地域性を考慮した 

街並みガイドラインの作成 

 

(2) 広告物の活用 

 

(3) 市民，広告主，広告業者， 

行政による協働 

①市民等の意識の共有 

（周知広報，参加型イベント 等） 

②市民等との協働 

（勉強会，意見交換会 等） 

 

(4) その他の取組み 

①基準見直し 

②安全対策，違反対策 

○審議会での検討～提言まで              ○提言後スケジュール 

 

 

 

実効性のある安全対策，違反対策に関する検討 

地域の方々との協働 

 

～H27 年度 H28 年度 H29 年度以降 

 

土地利用の実態や時代の変化に即した基準見直し 

特例許可の対象や制度に関する見直し 

市民等との意識の共有 

 

広告業者団体との協働 

 
安全点検に関

する意見交換 

都市の魅力と個性を 

高めるための 

屋外広告物の規制の 

あり方について検討 

 

↓ 

 

大きさ・高さ・設置場所等の 

規制は，景観を阻害する 

マイナスの排除に有効だが， 

より望ましいプラスの増に 

必ずしも結びつかない 

 

↓ 

 

条例に基づく規制に加え， 

別の視点による新たな 

施策を有機的に展開して 

いくことが必要 

H26～27 審議会 

規制のあり方について 

 

H27.2 

札幌市で看板落下事故 

H27.3 

全国で緊急点検実施 

H28.4 

国で関係法令を改正 

所有者等の安全点検の義務， 

専門家による点検実施などの 

項目を追加 

H27.4～ 

点検まち歩きなど， 

全国各地で安全対策に 

関する取り組み実施 

仙台市も 

同様の 

条例改正へ 

○安全対策に関する動向 

条例改正（所有者等の安全点検の義務，専門家による点検実施などの追加） 

・具体の取り組みを実施する上で課題となる部分を中心に，

条例改正を行う。 

（安全対策に関する国の関係法令改正と合わせる形で行う） 

・禁止地域については，関係者と議論し，方向性が整理され

た段階で，許可地域へ移行する。 

「協働」で取り組む 

環境づくり 

「協働」の取り組みを継続しながら， 

目標像や方向性を整理し，具体の取り組みへ 

具体の取り組みの実施， 

必要な基準や運用の制定 

・地域や施設の特性を考

慮した広告物の掲出に

より，訪れたいと思わ

れるような魅力ある景

観の形成を図る 

・まちづくり活動，市民

主体のイベントなどに

広告物を活用すること

により，都市の多様な

賑わいづくりを図る 

目標像 

点検パトロールなど 

連携取り組み 

目標像や方向性を達成するための 

具体の取り組みに関する検討 

目標像を達成するための誘導策 

地域における目標像や方向性に

関する整理，検討 
勉強会，意見交換会 

シンポジウム（H28.2 実施） 参加型ワークショップ 

・公園や温泉地を禁止 

地域から許可地域へ 

・特例許可による掲出 

・デザインや色彩等に 

関する指針，システム 

・地域性を考慮した 

街並みガイドライン 

・専門家による支援 

・改善に対する支援 

 

さらなる取り組みを推進 

するための誘導策 

優れた広告物に 

対する表彰 

公共空間の再整備に合わせて， 

魅力的な空間演出のための広告物の

誘導や活用に関する社会実験 

条例改正→地域や施設ごとの検討 

 

検証しながら 

基準や指針の制定 

 

地域を絞っての詳細調査など 

広告主や市民も巻き込んだ取り組み 

・・・・・・・・ 

 

魅力ある景観形成を検討している 

地域と連携した取り組み 

連携 

一体で運用 

様
々
な
立
場
の
市
民
の
参
加
に
よ
る
多
様
な
賑
わ
い
の
形
成 

地
域
の
魅
力
お
よ
び
価
値
の
向
上
，
活
性
化 

安
全
・
安
心
の 

ま
ち
づ
く
り 

H28.11 時点 



 

（参考）仙台市屋外広告物条例における規制の具体的内容と，基準見直しのポイントについて（案） 

 

 禁止地域（広告物を掲出できない地域）【条例第 4 条】 

１．第一種低層住居専用地域 

２．文化財の指定地域およびその周辺 

３．風致地区，風致保安林，県自然環境保全地域， 

緑地環境保全区域内 

４．古墳，墓地，火葬場，葬祭場 

５．道路，鉄道から展望できる地域で市長が 

指定するもの（高速道路，新幹線） 

 

６．国立，国定，県立の自然公園 

 

７．都市公園 

 

８．官公署，学校，図書館，公民館，博物館，美術館，

体育館，変電所，公衆便所など公共施設の敷地内 

禁止物件（広告物の掲出が禁止される物件）【条例第 5 条】 

１．全ての広告物の掲出を禁止 

 ○橋りょう，トンネル，高架構造物，道路の分離帯 

 ○道路等の擁壁 

 ○信号機，道路標識 

 ○消火栓，郵便ポスト，電話ボックス 

 ○送電塔，路上変電塔 

 ○彫塑，銅像，神仏像，記念碑 

 ○電力柱，街路灯柱，消火栓標識注 

  （金属製の袖看板や巻き看板，祭礼等の 

のぼり旗など一部を除く） 

 

２．はり紙，はり札など簡易なものを禁止 

 ○地下鉄，地下道の上屋 

 ○アーケードの支柱など 

 ○バス停留所上屋 

許可（地域区分や種類に応じ，規模・表示方法等について定めた基準）【条例第 8 条～第 10 条】 

○市全域における許可基準 

区分 区域の概要 広告物の種類 
表示面積等の基準の例 

建物利用型            独立型 

第 1 種 

許可地域 

 

都計外区域 

市街化調整区域 

等 

自然環境や住

環 境 に 対 し

て，特に配慮

する必要があ

る地域 

自家用広告物, 

周辺店舗等の 

案内誘導に 

限定 

 

第 2 種 

許可地域 

 

1・3 種以外の 

地域 

良好な景観，

風致に配慮 

自家用以外の 

広告物も可 

 

第 3 種 

許可地域 

 

商工系地域で 

国道 4 号沿い 

30ｍ以内 等 

良好な景観，

風致に配慮す

るとともに，

経済活動の促

進を図る 

 

 

○特に良好な景観形成を図る必要がある地域における許可基準 適用除外【条例第 11 条】 

１．禁止地域，禁止物件，許可の除外 

  ○国又は地方公共団体が公共的目的のため表示 

するもの など 

 

２．禁止地域，許可の除外 

  ○自家用又は管理用広告物で，大きさ・表示方法等の 

条件を満足するもの 

（禁止地域で敷地等につき合計 7 ㎡，許可地域で 

合計 15 ㎡まで） など 

 

３．禁止物件の除外 

  ○管理上の必要のため表示するもの など 

 

４．許可の除外 

  ○表示等の期間が五日を超えない広告物 など 

特例許可【条例第 10 条第 2 項，条例第 12 条】 

 禁止地域や禁止物件，許可基準に適合しない場

合であっても，市長が公益上やむを得ないと認め

るときは，景観総合審議会の意見を聴いて，表示

等の許可をすることができる。 

管理義務【条例第 16 条】 

 広告物を表示等する者および管理者は，広告物等に関し，補修その他必要な管理を行い，良好な

状態に保持しなければならない。 

管理者の設置【条例第 29 条】 

 許可を受けて広告物を表示等する者は，簡易なものを除き，「屋外広告士」など規則で定める者を，

管理者として置かなければならない。 

特定の地域・施設・団体に対する基準の見直し 

○自然公園内の温泉地…旅館の看板や案内情報提供としての広告掲出が可能となるよう，第 1 種許可地域へ移行 

 

○一部の都市公園…公園の規模や利用目的等に応じて広告掲出が可能となるよう，第 1 種又は第 2 種許可地域へ移行 

 

○公共施設の敷地…民設又は民営による施設，施設自体の多様化などを考慮し，第 1 種許可地域へ移行 

まちづくりに寄与する広告物の特例 

 「公益上やむを得ない」に，「地域に根ざした

団体が，公共的活動や地域活性化のために表示等

するもの」（仮）を，特例の対象として加える。 

（具体的な内容や条件については，別途定める） 

広告物の安全点検に関する規定 

 広告物の表示者等の点検義務を明記するとともに，継続許可の際に，有資格者による点検の実施

と報告を義務付ける。 

 （点検対象とする広告物，点検資格者，点検方法などについては，別途定める） 

公共団体に類する団体の取扱い 

独立行政法人等の団体について，団体の性格・事業目的・

公共性等を考慮し，許可を適用除外とする 

 

・広告物景観地域【条例第 31 条の 2】 

 中心市街地において，許可基準を追加 

 〈例〉広瀬川周辺ゾーン 

  ・自家用，管理用のみ 

  ・屋上広告物については，高さ 5ｍまで 

・広告物モデル地区【条例第 32 条】 

 地区内の広告物について，許可基準を追加 

はり紙・はり札など簡易なもの，小規模なものを除き届出義務 

 〈例〉定禅寺通 

  ・街路灯ﾌﾗｯｸﾞでｲﾍﾞﾝﾄ支援等を除き，自家用，管理用のみ 

  ・屋上，壁面，袖看板は合計で壁面積の 1/5 かつ 150 ㎡以下 

～社会実験による試行・検証～ 

 地下鉄泉中央駅前の広場空間において，地元企

業等で構成される協議会と市の共同で広告物を掲

出し，良好な景観形成やまちづくりに寄与する広

告物の具体像・あり方を探る機会とする。 

 

 

 

  

  

  

屋上：壁面積の 1/6，高さ 5m 以内 

屋上：壁面積の 1/3，高さ 10m 以内 

屋上：壁面積の 1/3， 

高さ 20m 以内 

壁面： 

壁面積の 1/6 

壁面： 

壁面積の 1/3 

壁面： 

壁面積の 1/3 

5 ㎡以内 

5m 

以内 

自:30 ㎡以内 

他:20 ㎡以内 

15m 

以内 

自:50 ㎡以内 

他:40 ㎡以内 

20m 

以内 




